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 九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市）による「第８０回九都県市首脳会議」（令和３年秋）において、千葉県が提案し

た「飲酒運転の根絶に向けた共同宣言及び共同取組」の合意に基づき、飲酒運転の根絶に向

けた共同取組を検討した結果、「九都県市共同メッセージ」を発信することとしました。 

 今後、このメッセージを県ホームページや広報誌などに掲載し、年末に向けて飲酒運転の

根絶を周知してまいります。 

  

● メッセージ作成の趣旨 

 本年６月に千葉県八街市で発生した飲酒運転のトラックによる事故や、その後も相次ぐ 

飲酒運転による事故や摘発を受けて、「第８０回九都県市首脳会議」（令和３年秋）にお 

いて、千葉県より「飲酒運転の根絶に向けて一丸となって取り組む」旨の九都県市の共同 

宣言の発出と、九都県市が共同して行う新たな取組について賛同されました。 

 これを受け、飲酒の機会の増える年末に向けて、九都県市で共同して行う新たな取組と 

して「九都県市共同メッセージ」を発信することといたしました。 

 

● メッセージの内容 

  別添のとおり 

 

● 今後の取組について 

  九都県市共同メッセージを活用し、ホームページや広報誌などに掲載し、飲酒運転の根 

 絶に向けた周知・啓発を推進してまいります。 

 

● 飲酒運転根絶に向けた取組についての県のホームページアドレス 

 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/insyukonzetu/index.html  
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